
三密を避ける、
距離の確保が
難しい場合

つどいの場を安心して続けていくために
～基本的な感染対策 ５つのポイントを確認してみましょう！～

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は５類感染症に変わりました

換気手洗い等の手指衛生

１時間に2回以上（数分程度、
2方向の窓を全開にする等）

「三つの密※」の回避 人と人の距離の確保

※密閉、密集、密接

参考：厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について（その３）令和5年2月24日事務連絡
通いの場等における感染対策等について 令和5年5月1日事務連絡

※一律に対応を求めるものではありません

・入場時の検温
・入口に消毒液の設置
・アクリル板などの仕切りの設置等

費用対効果、換気などの他の感染対策が
可能か等を検討し、要否を判断しましょう

流行期において、重症化リスクの高い方の場合

マスクの着用

換気の悪い場所や混雑した場所、
近接した会話を避けられない場合は
マスク着用が有効です

個人の判断に委ねることを基本とします
変更
POINT運営者の判断に委ねることを基本とします

変更
POINT

引き続き有効な基本的感染対策
変更
POINT

手洗いが実施できない場合は
手指消毒も可能

互いに手を伸ばしたら届く
範囲以上（2ｍ（最低1ｍ））
空けましょう


